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ケアハウス 1番館ショートステイ 重要事項説明書 
（指定短期入所生活介護事業・介護予防短期入所生活介護事業） 

 

短期入所生活介護の提供に当たり、運営規程の概要や提供されるサービスの内容等の重要事項

について次のとおり説明します。 

 

１ 事業者概要 

事業者の名称 社会福祉法人ケア２１ 

代表者の氏名 理事長 吉良 正雄 

法人所在地 高山市新宮町１０５４番地３ 

電話番号 ０５７７－３６－００２１ 

ホームページ https://www.care21.or.jp 

 

２ 事業所の概要 

事業所名称 ケアハウス 1番館ショートステイ 

事業所番号 ２１７２７００５７３ 

事業所所在地 高山市新宮町１０５４番地３ 

管理者の氏名 施設長（管理者） 寺境 信弘 

電話番号 ０５７７－３６－００２１ 

ＦＡＸ番号 ０５７７－３６－１１２１ 

メールアドレス care21@poppy.ocn.ne.jp 

 

３ 事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指

定短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業を提供

することを目的とします。 

運営の方針 

短期入所生活介護計画等に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者

の心身機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図ります。 

 

４ 職員体制 

職種 員数 

管理者 １人 

医師 １人 

生活相談員 １人以上 

看護職員 １人以上 

介護職員及び看護職員 ２人以上 

栄養士 １人 

機能訓練指導員 １人以上 

 

５ 利用定員、居室数及び入退居時間 

 ⑴ 利用定員 ６名とします。 

 ⑵ 居室数  個室２室・多床室２室（２人部屋）です。 

 ⑶ 入退居時間は ９：３０～１６：３０の間です。 
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６ サービスの内容及び利用料 別紙サービス内容説明書のとおりとします。 

 

７ 通常の事業の実施地域 旧高山市（平成１７年の合併前の高山市）とします。 

 

８ サービス利用に当たっての留意事項 

健康状態等の連絡 ご自身の体調について事前にご連絡ください。 

面会 面会はそのつど職員に届出を行って下さい。 

面会時間、面会場所等は指示に従ってください。 

外泊・外出 外泊・外出の際は、所定の届出を行って下さい。 

破損等が生じた場合 居室や設備の本来の用法に反した利用により破損等が生じた

場合は、弁償していただきます。 

迷惑行為等 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

宗教・政治・営業活動 宗教活動、政治活動、営業活動、暴力・暴言等はご遠慮願いま

す。 

酒類、危険物、ペット類 持ち込みはお断りします。 

所持品の管理 
自己管理を原則とします。 

必要以上の金銭・貴重品の持ち込みはご遠慮ください。 

ハラスメント 職員に対してハラスメントをされないようお願いします。 

 

９ 医療連携 

 ⑴ 協力医療機関 

医療機関の名称 岐阜県厚生連久美愛厚生病院 さもりファミリークリニック 

電話番号 ０５７７－３２‐１１１５ ０５７７－３６－６７１１ 

 ⑵ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 いしうら歯科医院 

電話番号 ０５７７‐３４‐４６５８ 

 

１０ 緊急時の対応 

 ⑴ サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用

者の家族や主治医等への連絡を行うとともに、連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措

置を講じます。 

 ⑵ 夜間は、介護職員と待機する看護職員との連携により適切な看護体制を確保します。 

 ⑶ 夜間急変時対応方法は、別紙のとおりとします。 

 

１１ 非常災害対策 

⑴ 非常災害に備えて、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火

管理者及び災害等についての責任者を定め、年２回定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行います。 

⑵ 訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとします。 

⑶ 緊急時指定避難場所 

施設名 住所 地震 土石流 急傾斜 洪水 

新宮小学校 新宮町２６３５ー２ 〇 〇 〇 〇 

県立木工芸術スクール 匠ケ丘町１－１２３  〇 〇 〇 

崇教真光第２神殿 山田町１５１５－１ 〇 〇 〇 〇 

高山西高校 下林町３５３ 〇 〇 ○  
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１２ 衛生管理等 

  事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じます。 

 

１３ 業務継続計画の策定等 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に

実施するために、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

１４ 秘密保持 

 事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持し、第三者に漏らしません。こ

の秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とします。 

ただし、サービス担当者会議等の介護サービスの円滑な提供に必要な最小限度の情報を、県、

市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他の介護保険事業者等に提供するこ

とがあります。 

 

１５ 苦情受付窓口 

  当事業所のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情、相談がございましたら、下記まで

ご相談ください。責任をもって調査、改善等の対応をさせていただきます。 

社会福祉法人ケア２１ 受付時間：午前８時３０分から午後５時３０分 

    （月曜日から土曜日） 

ご相談方法：電話      ０５７７－３６－００２１ 

      ＦＡＸ     ０５７７－３６－１１２１ 

      メールアドレス care21@poppy.ocn.ne.jp 

苦情受付担当者：生活相談員 幅下直子・坂腰広幸 

              岡田さゆり 

苦情解決責任者：施設長 寺境信弘 

第三者委員：野崎加世子 電話 ０９０－４７９０－９０５４ 

      藤田敏幸  電話 ０５７７－３４－４７５３ 

高山市役所高年介護課 電話 ０５７７－３５－３１７８ 

岐阜県国民健康保険団体

連合会介護保険課苦情相

談係 

電話 ０５８－２７５－９８２６ 

 

１６ 虐待防止に関する事項 

 ⑴ 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じます。 

 ⑵ 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体拘束を行いません。なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録をするものとします。 

 

１７ 記録の保存と閲覧 

 ⑴ サービス提供の記録は、これを完結した日から５年間保存します。 

 ⑵ 記録の閲覧及び実費での写しの交付は利用者本人及び家族に限り可能です。 

 

１８ 家族等への連絡 

  希望があった場合は、利用者に連絡するのと同様の通知を家族等にも行います。 
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１９ 損害賠償 

 ⑴ 当事業所の責任の場合、事業所は利用者に対して誠意を持って対処するものとします。 

 ⑵ 利用者の責任によって当事業所が損害を被った場合、利用者及び家族は連帯して事業所に

対してその損害を賠償するものとします。 

 ⑶ 損害保険には加入済みです。利用者及び家族から問い合わせがあった場合は、その保険内

容について情報を開示します。 

 

２０ その他運営に関する重要事項 

 ⑴ 職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 

 ⑵ 利用者及び家族による優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超

える行為（ハラスメント）により職員の就業環境が害されることを防止するための必要な措

置を講じます。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

 

    事業所  住所     高山市新宮町１０５４番地３ 

         事業所名   ケアハウス 1番館ショートステイ 

 

         説明者氏名                印 

 

 

 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 

  

 

    利用者  住所 

 

         氏名                   印 

 

 

 

    代理人  住所 

 

         氏名                   印 
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処置/対応 

 

判断 

 直ちに胸骨圧迫３０回 
 強く５㎝  早く(100～１２０回/分 

 絶え間なく(中断を最小限に) 

心電図解析 
(電気ショックは必要か) 

 気道確保・人工呼吸 2回を繰り返す 
 ※人工呼吸の技術と意思があれば行うが、 
   できない状況では胸骨圧迫のみを行う 

気道確保、回復体位 

で観察を続ける 

必要あり 

 

胸骨圧迫３０回・人工呼吸２回 を繰り返す 

電気ショック１回 

 

直ちに胸骨圧迫から再開し 

胸骨圧迫３０回と人工呼吸 

２回を繰り返す 

救急隊に引き継ぐまで、 

または普段通りの呼吸や 

目的のある仕草が認めら

れるまで続ける 

AED装着 

 

 

必要なら医師の

診察を受ける 

救
急
隊
に
引
き
継
ぐ 

必要なし 

 

あり 

 

なし 

 

あり 

 

なし 

 

バイタルの測定 

全身の観察 

別紙 

《夜間急変時対応マニュアル》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷病者の発見（夜勤 1） 

 

他職員（夜勤 2） 

へ連絡 

 待機看護師  

 携帯に連絡 

救急車を呼ぶ 

119 

反応(意識)の確認 くわしい観察 

呼吸の確認 

ご家族に連絡 主治医に連絡 施設長に連絡 
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